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１ いじめ防止に関する基本的な方針 

(1) 目的 

  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長及び人格の形

成に重大な影響を与えるなど、人間として絶対に許されない行為である。そのことを児童に認識

させ、相手を思いやる心情を育むことを通して、いじめのない学校をつくる。 

(2) いじめの定義 

   児童に対して当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の

児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。 

(3) いじめ防止の基本的な考え方 

  ○ 「いじめ撲滅三原則」を徹底し、いじめを絶対に許さない毅然とした態度で指導にあたる。 

  ○ 特別支援教育の一層の推進を図り、児童一人一人を大切にした指導を通して、児童の自己有

用感を高める。 

  ○ いじめ防止に向けて「未然防止」「早期発見」「早期対応」「重大事態への対処」の４つの段階

に応じて計画的、組織的な取組を推進する。 

○ 教員がいじめの兆候を確実に把握する感覚といじめを迅速に解決する能力を高める。 

  ○ 保護者・地域・関係機関と連携した取組を推進し、協力しながらいじめ防止にあたる。 

２ 組織（４つの取組との関連） 

  ○ 「未然防止」「早期発見」「早期対応」については、校長、副校長、教育相談担当、生活指導

主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、各学年いじめ対策担当、スクールカウンセ

ラー等による「校内サポート委員会」を中心に、組織的に対応する。 

  ○ 重大事態が発生した場合には、上記「校内サポート委員会」に学年主任や当該学年、ＰＴＡ

本部を加えた、「●●の件対策委員会」を設置し、事実関係を明確にするとともに、事態解決に

向けて対応する。 

  ○ 必要に応じて、子ども家庭支援センターや民生児童委員との話し合いの場を設定する。 

３ いじめ防止のための具体的な取組 

（１） 前年度の取組の評価 

  ア 前年度の「いじめ」の実態 

   

 

 

   イ 前年度の取組の成果及び課題 

    

 

 

 

 

 

・前年度は「いじめ」として把握している事案はなかった。担任が児童間で起きた小さなトラ

ブルを早期に発見し、きめ細やかに対応したので、大きな事案になることはなかった。 

 

・校内サポート委員会を月に１回開催し、各学年の児童・クラスの様子を報告する場を設け

た。校内で現状や方向性を共通理解することで、教職員間の意識の向上につながった。今年

度も教職員間で情報を共有し、連携をとりながら組織的に対応する。 

・「ＳＮＳ東京ルール」に基づき、児童会役員と代表委員の児童を中心に話し合い、「草花ＳＮ

Ｓルール」を策定した。具体的なルールについては、児童に指導するのはもちろんのこと、

学校便りを通じて、保護者にも啓発を行った。 

 



  (２) 未然防止 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３) 早期発見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 早期対応 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育活動全体を通して「するを許さず」「されるを責めず」「いじめに第三者なし」の「いじめ撲滅

三原則」について児童に徹底した指導を行う。 

・児童一人一人が「必要とされている」という心の居場所づくり、自己有用感をもてる学級経営に取

り組む。 

・各教科等での取組を通して、自己の指導力を高め、いじめに向かわない態度、能力を育成する。 

・児童会等の特別活動において、児童が活躍できる場面や役割を設定し、他の児童から認められる体

験をもたせる。 

・「おもいやりの日」「いじめに関する授業」の実施により、児童がいじめについて考える時間を設定

する。 

・スクールカウンセラーを活用し、児童の悩みを把握し、いじめの早期発見に努める。 

・学校と家庭の連携推進事業を活用し、教員補助員を家庭と子どもの支援員として配置し、児童間の

トラブルを未然に防げるよう、児童を注意深く観察していく。 

・セーフティ教室を実施し、ＳＮＳやインターネットによるいじめ防止について、児童だけでなく保

護者にも啓発を行う。 

・ソーシャルスクールワーカーを活用し、児童や家庭に働きかけ、必要に応じて、福祉・医療など他

機関へつなぎながら、より良い支援につなげる。 

 

・ふれあい月間において、アンケートの活用や面談を通し、児童の小さなサインも見過ごさ

ないように努める。 

・５年生においてスクールカウンセラーによる全員面接を実施し、児童が相談しやすい関係 

づくりに努める。 

・学級集団アセスメントを実施し、潜在的ないじめの発見に努める。 

・日記・相談箱等を活用し、いじめに関わる情報の収集と把握に努める。 

・教職員間の情報を共有し、管理職への報告を徹底する。 

・保護者や地域との連携、相談体制の整備及び保護者や地域への啓発を行う。 

・正確な事実確認・状況把握を行いながら、いじめの定義と照らし合わせ、いじめの判断を

行う。 

・初期対応として、「校内サポート委員会」で情報を収集した上で、役割分担を決めて対応策

を検討する。 

・被害児童については、全教職員が協力して心のケアに努める。また、被害児童の保護者に

ついては、速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、家庭での心のケアや見守り

を依頼する等、協力して対応する。 

・加害児童については、毅然とした姿勢で指導する一方、しっかりと寄り添い、いじめを繰

り返さないよう支援する。また、加害児童の保護者については、速やかに連絡を取り、状

況の説明を行うとともに、被害者やその保護者への対応に関し必要な助言を行う等、協力

して対応する。 

・いじめに関する事実が認められた場合、速やかに教育委員会に報告する。また、学校だけ

の対応では問題を解消することが困難であると判断した場合、警察等、その他関係機関な

どに相談する。 



 

５ 重大事態への対処 

   

 

 

 

 

 

６ 「ＳＮＳ東京ルール」の活用 

   

 

 

 

 

７ その他 

(1) 評価について 

 ○ 学校評価に、いじめに関する取組についての項目を設定し、評価・改善を行う。 

 ○ 教職員に対しては、年間計画に基づき取組アンケートを定期的に実施し、「校内サポート委員

会」が中心となって結果を集約して、成果と課題を明確にする。 

(2) 校内研修 

 ○ 年度初めに、学校基本方針を全教職員で確認して、共通理解を図る。 

○ 「校内サポート委員会」を中心に、いじめ対応について意図的・計画的に研修を実施する。 

 ○ 若手教員には、主任教諭や指導教員を中心に、学級経営のやり方やいじめの初期対応、保護

者への連絡等について指導を行う。 

(3) 保護者・地域との連携 

 ○ 年度当初、学校経営方針を保護者会で配布し、校長が説明する。 

 ○ 学校便りや学年便りで「ふれあい月間」の取組予定を紹介し、保護者の関心を高める。 

 ○ 個人面談で児童の様子を聞き取る。 

 ○ 道徳授業地区公開講座を１２月に開催し、道徳教育について意見交換をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育委員会へ速やかに報告し、教育委員会の指導の下、連携して対応にあたる。また、児

童の生命に重大な被害が生じる恐れがあるときには、直ちに警察に通報する。 

・「●●の件対策調査委員会」において、再度状況把握、事実確認を行う。 

・臨時保護者会を開き、概要の説明や対応方針等の説明を行う。 

・「ＳＮＳあきる野ルール」や「草花ＳＮＳルール」の全校児童への周知 

・「ＳＮＳあきる野ルール」や「草花ＳＮＳルール」の家庭への周知 

・「ＳＮＳあきる野ルール」の作成依頼 

・「ＳＮＳあきる野ルール」や「草花ＳＮＳルール」を活用した取組 



(4) 年間計画  

月 教員・ＳＣの取組 児童会・生徒会の

取組 

保護者・地域と

の 

連携 

教員研修 

評価 

学校行事 

４ 
校長講話（児童朝会） 

学年集会 

 いじめ対策の説明【保

護者会】 
いじめ防止基本方針

についての共通理解 

おもいやりの日（１） 

セーフティ教室 

５ 
 

 

   運動会 

おもいやりの日（２） 

６ 
アンケート実施① 

 

 保護者会での 

情報交換① 

 おもいやりの日（３） 

ふれあい月間 

７ 

道徳授業 

 

「いじめをなくそう」子

ども会議 
いじめを題材にし

た本を「読み聞か

せ」で取り扱う 

取組アンケート実施(1) おもいやりの日（４） 

８ 

図書館から関連書籍

を取り寄せ、紹介す

る(学期始め) 

学年集会 

御堂中学校と連携し

た挨拶運動        

   

９ 
校長講話（児童朝会） 

 

    おもいやりの日（５） 

10 
本の読み聞かせ 

（全校テレビ放送） 

   おもいやりの日（６） 

11 

アンケート実施②    おもいやりの日（７） 

ふれあい月間 

学習発表会 

12 

道徳授業地区公開講

座 

職員研修（本の紹介） 

 保護者会での 

情報交換② 

道徳アンケート 

取組アンケート実施(2) おもいやりの日（８） 

１ 
校長講話（児童朝会） 

学年集会 

   おもいやりの日（９） 

２ 
アンケート実施③ 

 

 保護者会での 

情報交換③ 

 おもいやりの日（10） 

ふれあい月間 

３ 
ＤＶＤを利用した

授業 

  取組アンケート実施(3) おもいやりの日（11） 

 

 

ＳＣによる全員面接 


